
 

平成２０年度決算に基づく 

球磨村財政健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

 平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共

団体は毎年度決算に基づき財政健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審

査に付したうえで、議会に報告するとともに住民に対し公表することが義務付けられまし

た。 

そこで、本村の平成２０年度決算に基づく財政健全化判断比率及び資金不足比率を公表

します。 

 

１．財政健全化判断比率 

平成２０年度決算数値をもとに算定した『実質赤字比率』『連結実質赤字比率』『実質公

債費比率』『将来負担比率』を公表します。 

本村においてはいずれの比率も基準を下回っています。 

(単位：％) 

 
平成 20 年度 早期健全化基準 財政再生基準 

(参考) 

平成 19 年度 

実質赤字比率 － １５．００ ２０．００ － 

連結実質赤字比率 － ２０．００ ４０．００ － 

実質公債費比率 ９．６ ２５．０ ３５．０ １０．２ 

将来負担比率 ５１．３ ３５０．０  ６４．２ 

※実質赤字及び連結実質赤字については実質赤字額がないため「－(ない)」と表示しています。 

 

２．公営企業の資金不足比率 

平成２０年度決算数値をもとに算定した公営企業の『資金不足比率』を公表します。 

本村が公営企業として特別会計で運営している簡易水道特別会計については、基準を下

回っています。 

                                    (単位：％) 

特別会計の名称 平成 20 年度 経営健全化基準
(参考) 

平成 19 年度 

簡易水道特別会計 － ２０．０ － 

 ※資金不足が発生していないため「－(ない)」と表示しています。 

 

 算定の結果、昨年度の数値と比較しても実質公債費比率が０．６ポイント、将来負担比

率が１２．９ポイント改善され、球磨村の財政が健全に運営されている事を表す結果とな

りました。 

 



 用 語 の 説 明  

 

○実質赤字比率 

  一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。財政運営の深刻

度を示します。 

 

○連結実質赤字比率 

  全会計を対象とした実質赤字(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率です。

村全体の財政運営の深刻度を示します。 

 

○実質公債費比率 

  一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率(３

ヵ年の平均値)です。 

 

○将来負担比率 

  一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。将来、

財政を圧迫する可能性を示します。 

 

○資金不足比率 

  公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。 

 

※標準財政規模とは…地方自治体の一般財源(使い道を限定されないお金)の標準的な大き

さを示す指標です。 


